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滕
史
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載
人

R

論

」

の

原

理

ヾ」

政

策

田
，
誠

'i

私
は
マ
ル
サ
-
スのr

人
口
論」

を
第
一
人
ロ

の
原
理
、
 

第
二
社
會
政
策
、
第
三
哲
學
的
根
抵
の
三
方
而
ょ
卩
觀 

察
し
た
い
ご
思
ふ
。
其
理
出
は
、
第
ー
の
人
1:
-

)

の
原
理
：
 

の
當
否
は
敗
一
一
の
社
會
政
策
を
改
變
し
た
る
後
に
於
て 

始
め
て
之
を
決
定
す
可
き
も
の
で
あ
る
。
且
つ
第
三
の 

彼
れ
の
愉
理
哲
學
ょ
り
云
ふ
も
、
興
社
會
政
策
は
今
日 

常
然
改
變
す
可
き
時
期
に
到
來
し
て
ゐ
る
^
解
釋
す
る 

の
が
、
私
の
根
本
の
論
旨
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

m心
ふ
に
ゴ
ド
ヰ
ン
が
奔
放
不
驟
の
空
想
を
描
出
し
て 

雛
衆
の
詩
的
情
感
を
滿
悅
せ
し
む
る
に
反
し
、

マ
火
ナ

自
然
の
暗
黑
而
を
實
15
し
て
陰
慘
の
氣
人 

R
:迫
る
も
の
あ
る
は
V
,
:冷
靜
着
實
な
る
硏
究
的
態
度
に
： 

於
て
は
到
底
同
n

の
論
.に
あ
ら
ざ
る
に
拘
ら
ず
、
：，前
举 

の

赞

好

せ

ら

れ

後

者

の

：嫌
惡
ヘ
せ
ぺ

£

:
る

\
因
凼
ビ
な
つ
ぃ 

た
。
然
も
マT

サ
ス
，に
從
へ
ば
«

«

人
生
に
#

«

^

^

:
 

彩
の
存
す
る
に
依
り
之
を
如
實
に
表
現
せ
る
に
過
ぎ
な 

い
の
で
ぁ
る
。
彼
は
云
ふ
：「

余
ば
人
類
並
に
社
會
の
完 

全
性
に
關
す
る
幾
多
の
論
說
を
味
窗
し
、
其
演
述
す
名
，

'
 

所
の
魅
惑
的
光
景
に
慰
安
と
嬉
喜
を
覺
ぇ
な
。
佘
说
斯
!'
:

.:

.
 

の
如
き
光
輝
あ
る
發
挺
を
熱
心
に
希
求
す
る
。
然
し
傘 

は
其
途
上
に
重
大
な
る
、
且
つ
余
の
荈
»

を
以
て
す
れ
•

ば
到
底
克
服
じ
雛
き
障
礙
の
介
在
す
.る
を
認
む
る
も
の 

で
あ
る」
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a
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w

し
て
興
障
礙
は
即
ち
人 

ロ
の
：原
:a

に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
次
の
ニ
前 

提
:1
A

出

發

す

る

.。

第
一
、
食
物
は
人
類
の
生
存
に
必
要
で
あ
る
。

笫

十

七

怨

c

r
九〕

雄

錄

「

人
口
論」

の
原
理
ミ
政
策

第
一
1
M



第

十

七

猞01

ニ 0
〕

錄
■「

人
ロ
論」

の
原
理
ビ
政
策

第
一
一
鱗

ハ

第
«fc— '

兩
性
間
の
情
欲
は
必
然
に
し
て
、
J E
L

O

略
、
 

現
狀
を
*

^

す
可
き
も
の
で
あ
る
。

以
上
は
、
彼
に
從
ベ
ば
"「
布
史
以
來
入
性
に
固
有
の
法 

則
で
あ
る
。
而
し
て
吾
-

=<,

は
今
H

ま
で
.是
等
0

法
則
の 

.上
に
何
等
の
變
化
を
見
ざ
り
し
が
故
^
、
當
勒
宇
资
の 

.組
織
，を
創
定
し
且
つ
其
被
造
物
の
幸
福
の
爲
今
尙I

定
へ 

の
諸
法
則
に
侬
つ
て
之
を
統
裁
す
る
神
の
力
の
直
接
に 

働
か
な
'い
限
か
は
'
將
來
に
於
て
も
是
等
の
法
則
が
今 

!
!
1
變̂
異
す
る
所
あ
る
.可
し
と
» -
言
す
る
權
利
を
持
^
.
 

な
い
。」

而
し
て
前
揭
ニ
個
の
法
則
の
中
、
第

j.

則
、
如
ち
人

.

類
は
食
物
無
し
に
法
存
は
出
來
ぬ

V
J
:

の
說
|

に
對
し
て
*は

異
論
あ
る
を
聞
か
ざ
る
も
、
笫
ニ
則
に
關
し
て
-^
ゴ
ド

冲
ン
の
反
對
說
が
あ
る
。
即
ち
莰
は
南
性
陬
の
情
欲
が

將
來
或
は
絕
滅
の
期
あ
る
可
き
を
想
像
U

て
ゐ
る
。
然

し
事
實「

兩
性
間
の
愦
欲
は
、
絕
滅
0

方

向

に

向

つ

：て

は 

從

來

寸
S

も

其

步

を

進

め

て

ゐ

な

い

。

否

今
：；：；：

に

於

て

も
荷
三
四
千
年
の
.昔

€

同

1.

の
勢
威
を
振
る
つ
て
ゐ 

る
。
勿
論
個
人
的
例
外
は
常
に
亦
在
す
る
。
乍
併
、
例 

外
が
漸
時
其
數
.を
增
加
す
る
氣
色
は
無
い
か
ら
，
隨
つ
'
 

V

W

に
か
、
る
例
外
の
指
在
す
る
故
を
以
て
將
來
是
等 

の
例
外
が
原
則
ど
な
り
，
原
則
が
例
外
た
る
に
至
る
可 

し
ビ
云
ふ
は
颇
る
非
科
學
的
論
法V

沄
は
な
く
て
は
な 

ら
ぬ J

 

(
p
p
.
^
7
)
。

.

か
く一

一
前
提
の
眞
實
な
る
所
以
を
說
い
て
マ
ル
ナ
ス 

は
人
口
^

食
物
の
增
加
.率
に
關
し
、
後
に
論
難
の
‘一

檫
：
 

的
€

な
れ
る
有
名
な
る
歡
學
的
直
驗
を
試
る
。
日
く「

人 

ロ
の
增
加
力
は
土
地
が
人
類
の
生
存
資
料
を
產
出
す
る 

力

ょ

り

も

無
限
に
强
大
で
ぁ
る
、
人
口
は
制
限
を
受
け 

ざ
る
時
は
幾
何
級
數
を
以
て
增
雕
す
る
に
反
し
，
を
* 

資
料
は
僅
々
算
術
級
數
を
以
て
增
加
す
る
に
過
ぎ
な 

い
。多
少
e

も
數
の
觀
念
を
有
す
る
者
は
、前
者
が
後
者 

に
比
し
て
遙
に
優
越
す
る
所
以
を
見
る
可
&

で
ぁ
る
。」 

而

し

て

人

生

の

：禍

因

は

：愛

に

發

生

す

る

o

何
s
t
i
れ
ば
，
.

I?I
II人

類
の
生
存
に
は
食
物
を
：：必
要
ビ
す
る
の
は
人
性
に
®

其
結
果
、
®

植
物
界
に
在
り
て
は
猶
孑
の
浪
费
、
疾
病

街
の
法
則
で
あ
る
か
L

、
前
揭 
一
ー:«
|

の

不

同

な

る

增

如
 

力
0

結
架
は
常
に
均
衡
を
保
"

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
是
れ 

即
t>
;

人
口
：の
增
蒴
が
食
物
被
#

の
困
雛
の
爲
に
，
木
斷 

に
强
く
制
限
せ
ら
る
、
W

を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
此 

困
雛
は
何
處
に
か
落
下
す
务
。
而
し
て
人
類
の
多
數
に 

依
つ
て
痛
感
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

之
を
動
植
物
の
仳
界
に
見
る
に
"
&
然
は
輝
子
を
地 

Lh
に
撒
布
す
る
事
極
め
て
1?
富
且
つ
，1-
:
|
自

で

は

あ

る
 

が
、'

」

之
に
對
す
る
場
所
及
び
養
分
に
■
つ
て
は
*
だ
咨 

裔
で
あ
；る
！
若
し
跫
に
興
ふ
る
に
：充
分
な
る
場
所
及
び
；
 

狻
分
旁
以
て
す
る
な
ら
ば
>
*
.千
年
の)

間
に
數
百
萬
の
，
 

11
}
:界
を
充
塞
す
る
に
至
る
で
あ
ら
ぅ
。
：唯
#
圏
的
不
可 

抗
的
诌
然
法
則
た
る「

必
婴」

の
爲
に
一
定
の
：領
域
內
k
: 

控
制
せ
ら
：

e

る
の
で
あ
る
ァ
載
施
物
は
此
大
制
限
法
の
. 

下
に
委
縮
.す
る
。
而
し
て
人
類
も
亦
"
如
何
に
.興
®
性
：
 

を
用
ふ
る
も
此
法
則
よ
り
遁
逃
ず
る
事
は
出
來
な
い
C

及
び
夭
折
を
な
り
、
人
類
に
在
り
て
は
慘
禍
並
に
罪
藤 

皮
な
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
前
者
則
ち
慘
禍
は
絕
■
的 

必
然
的
結
果
で
あ
り
、
後
者
則
ち
罪
！

i

は
又
最
も
可
能 

的
結
果
で
あ
る
。

」

，，

之
を
要
す
る
に
マ
ゲ
サ
ス
に
從
へ
ば「

人
口
增
殖
率 

ミ
土
地
の
生
產
率w

が
自
然
的
に
不
平
等
な
る
事
、
並 

に
人
性
固
有
の
法
則
に
依
り
是
雨
個
の
力
の
結
果
が 

常
に
來
均
す
る
を

耍
す
る

事
實
は
、

油
に
«

會
完
成

0 

途
上
に
横
は
る

一
大
障
礙
で
あ
る
C

隨
て
全
て
の
人

 々

が
安
樂
幸
福
に
觅
つ
比
較
的
閑
傲
に
生
活
し
，
而
し
て 

被
等
自
身
並
に
其
家
族
に
對
し
て
生
称
賢
料
を
保
留
す 

る
k

何
等
の
不
安
を
感

せ
ざ
る
如
き
社
會
の
成
立
は
到 

底
期
待
す
る
を
得
な
い
し
ど
云
ふ
の
で
あ
る(

M
a
l
t
h
u
s
: 

o
p
.
:
c
i
t
'
p
p
_

*?
ど
。
以
上
は「

人
口
論」

第
一
版
第
一 

章
の
梗
概
で
あ
つ
て
、
_

時
に
全
編
0-
3 ?
旨
を
也
«

し 

て
ゐ
る
。
彼
は
是
よ
り
巨
細
に
之
を
敷
衍
す
る
。

第
十

七

怨c

 
ニ
，ニ
'一〕

「

人
口
論j

の
旅
理
と
政
饭

第
.一
ー
號

十



m

十

七

怨

(

ニ
ニ 
ニ)

雑

錄

「

人
口
論」

の
原
理
ミ
.政
策

第
二
號

六
西

.;
;Ji.
:
■

:
.

::
:
•-:

■

彼
れ
が
人
口
增
加
の
速
度
に
關
し
て
は
其
實
證
を
钷 

米
利
加
に
求
め
"

食

物

塒

_

の

速

度

に

關

し

て

は

其

適 

例
を
英M

に
取
つ
だ
の
は
後
人
論
雛
の一 :

因
*

^
な
づ 

た
の
で
あ
る
が
、
兎
に
灼
か
、
る
増
加
力
の
相
違
あ
る 

に
拘
ら
す
、
辦
實
甚
だ
し
き
人
口
過
剩
に
陷
ら
な
い
の 

は
、
桃
に
從
ベ
ば
、
之
を
^
:限
す
る
こ
«

の
作
}-
1
1が
# 

在
す
る
か
ら
で
あ
る

。

換
言
す
れ
ば
將
來
に
於
る
芋
女 

抉
猨
.の
困
雛
を
豫
見
す
る
i

0

る
豫
防
的
制
限
、
及 

び
旣
#

の
入
ロ
過
剩
ょ
り
結
果
す
る
貧
網
、
_疾
病
、
：
戰 

率
、
：
' 飢
備
等
の
形
に
於
る
積
極
的
制
限
が
是
で
あ
る
。

:
7

「

今
、
■
 I

の
豫
防
的
制
限
を
見
る
に
そ
は
或
る

程
度 

に
：於
て
社
#

の
全
階
級
に
行
ば
れ
て
ゐ
る
0
假
令
最
上 

流
に
位
す
る
者
と
雖
央
费
の
增
加
に
對
ず
る
危
惧
ビ
、

• 

家
族
雜
将
の
配
慮
ょ
り
生
ず
る
俠
樂
の
減
少
を
嫌
忌
す 

る
爲
、結
婚
の
.躊
躇
ビ
，い
ふ
形
に
於
て
現
は
れ
て
ゐ
る
。

る 

汰

に

 4 =y 

て

は
_

_if
が
、
下
層
階
級
に
至
る
に
.從
づ
て
愈
々
興
影
響
を
加
重，

.す
る
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
拾
八
片の

！！！

給
を
得
る
努
働

者
が
獨
身
生
活
を
な
す
に
於
て
は
：相
當
の
餘
裕
を
街
す

可
き
も
、
是
を
以
て
四
五
人
の
家
族
を
扶
持
せ
ん
だ
す

る
に
は
困
惑
を
感
ず
る
で
あ
ら
ぅ
。
固
ょ
り
彼
は
其
愛

人
S
同
棲
せ
ん
が
爲
に
は
其
生
活
を
緊
縮
し
、
尙

一

腐

の
勞
働
に
椹
ゆ
町
さ
も
、
彼
に
し
て
多
少
の
思
處
を
衔
ン

す
る
な
ら
ば
平
時
は
兎
に
角r

且
逆
述
に
際
會
せ
ば
、:

如
河
に
節
約
し
如
柯
に
努
カ
す
る
も
所
詮
妻
子
を
飢
拗
;

に
泣
が
し
ひ
る
に
至
る
を
想
足
す
る
で
あ
ら
ぅ
。
僕
婢

階
級
に
至
つ
て
は
結
婚
を
,
踏

す

る

事

^
に
®
だ

し

；

•

い
：
0 

:
.，蓋

し

彼

等

は
1

.

Rも
農
耕
に
も
何
等
の
知
識
或

は
資
本
を
有
せ
ず
且
つ
楚
に
慣
熟
し
な
い
か
ら
、
隨
つ

て
：：：！

侮
の
麵
齙
を
得
る
望
み
皆
無
な
る
を
以
て
で
あ
る

斯
の
如
ぐ
社
會
の
大
部
分
が
米
，來
の
暗
影
！

4

妨

げ

ら

れ;

■:
,
丨

獨
身
に
甘
ん
中
る
も
の
で
ぁ
る
じ
然
も
性
欲
は
人
類
に 

固
有
の
醫
性
■で
ち
る
如
.
b
、r
か
.、
る
洁
游
の
.抑
史
於
ら
.
.

生
ず
る
必
然
の
結
果
は
罪
惡
で
あ
づ
て
全
世
界
の
隨
所 

V:
-
汎
濫
し
て
ゐ
る
。
而

，
て
そ
は
常
に
^

女
兩
性
を
名
、 

狀
し
雛
き
不
幸
に
沈
偷
せ
し
む
る
も
の
で
あ
る
。」 

(
M
a
l
t
h
u
s
:

 

o
p
.

 

c

rpp
,

 

2
0
- 2

3
)

"
約
言
す
れ
ば
マ
, 

サ
ス
辑
豫
防
的
制
限
は
必
然
ノ
私
通
ノ
胃
漬
い
墮
胎
：
、
：

™

不
0

然
的
遂
情
等
.の
罪
惡
を
發
生
せ
し
，む
る
も
の
6

思

；

.

:

 

.

一

惟
す
^

の
.で
あ
る
。 

.

一
 

:

第
一
1
の
«

極
的
制
限
に
至
つ
て
は
慘
狀
殊
に
8 [
著
な 

る
：も
の
が
あ
る
、「

そ
は
常
に
主
ビ
しV

下
層
社
會
に
起
.'

:\ 

る
事
^

で
あ
つ
て
、
5£
裳
の
死
亡
率
は
^

活
雌
の
爲
其
.一
 

子
女
に
：適
常
の
衣
食
住
を
支
給
し
猫
は
ざ
る
底
の
81
:
會
.
|
 

に
於
て
.最
大
多
數
に
達
し
て
ゐ
る
。」

若
し
®

窮
の
み
をj

 

以
て
：人
：ロ
を
滅
退
す
る
能
は
ぬ
時
は
、
,疫

痕

飢

僅

等

の

，
：
ー 

他

の

形
_

に
.於

る

積

極

的

制

限

を

餘

锱

な

く

す

る

-'「

抑

 ヾ

々
人
顧
の
罪
惡
は
人
口
：減
退
に
關
す
る
有
力
な
る
機
關 

で
あ
：0.
:て
£

大

な

る

破

壤

軍

の

，急

冼

錄

を

办

し

、
.
そ

れ 

:
CD
み
に
て
屢
々
恐
怖
す
可
き
活
躍
を
爲
す
も
の
で
あ

'

へ
笫
十
七
港
.

(

ニ
ニ
三)

雜

錄

.

r

人
口
論」

の
原
f

」

る
。
然
し
萬
一
彼
等
が
其
破
壤
戰
に
失
敗
す
る
揚
合
に 

は
、：
不
良
の
季
節
、
流
行
病
> 

傅
染
病
、
其
他
諸
般
の 

疫
燐
、
中
取
ビ
し
て
併
び
起
り
、
巨
捣
の
人
ロ
を
.剿
滅 

す
る
。
然
も
其
成
劫
你
不
充
分
な
る
に
於
て
は
、
E

大 

不
可
抗
な
る
飢
備
の
殿
軍
.は
、
逵
ま
し
き
一
擊
を
以
て 

人
口
を
食
物
の
平
準
に
ま
で
減
退
せ
ざ
れ
ば
歇
ま
な
つ 

の
で
あ
る
。」

そ
こ
で

次
の
三
命
題
を
樹
立
す
る
事
が
出 

■來
る
。;:
:
.

一
r

人
口
の
增
殖
は
お
ぬ
^

®

料
の
分
量
に
依
い 

て

制

限

せ

ら

：れ

る
。

::

ニ
、
生
存
資
料
の
增
加
は
不
可
抗
的
に
人
口
の
增
殖 

;

を
誘
致
す
る
。

ニ
ー 1

、
：罪
惡
ビ
慘
禍
の
爲
に
、
優
越
せ
る
人
口
の
增
加 

,:

力
は
控
制
せ
ら
れ
、
實
際
の
人
口
は
生
亦
資
料
の 

分
量
ど
平
均
せ
ら
れ
る
。(

M
a
k
h
s

 : 

o
p
.

 

c

r

o

D

*

 

44145)

今
此
命
題
に
立
脚
し
て
ゴ
ド
ヰ
ン
の
社
會
改
造
論
に

1

. 

.
笫
ニ
轔
.

■

六
瓦



笊
十
七
#

：
0
H
四
}

:雒

0

r
A
n論」

の
餓
f

政
说 

第
二
號 

六
六 

轉
尚
寸
れ
ば
、

マA
:

サ
，：ス

の

批

判

の

趣

意

も

略

察

知

す

臾

R

t
て
崩
潰
す
可
き
ぞ
间
時

R
、
同
一
の
道
理
は
到 

る
鄭
が
出
來
や
ぅ

/-
'以
爲
ぢ

<「

ゴ
>;1
-
冲

ン

の

所

論

の

最

底

彼

れ

の

理

想

境

が

出

現

の

期

望

な

&
空

中

樱

間

に

外
； 

大
誤
謬
は
、
文

明

社

龠

の

殆

が

全

て

の

罪

惡

慘

禍

を

人

な

ら

ぬ

事

を

瞪

明

す

る

も

の

で

あ

る

ど(

ミ
0
1を
5
:
0
? 

爲
的
惻
度
の

«
に
歸
す

_る
ー
；事

で

あ

：る

。

游

し

此

見

解

 

一
c
r_
 P. 

4
7

 s
e
q
-
:

'
:

:

が
眞
龙
な
ら
ば
、
，現
世
.ょ
>

1
切

諸

惡

を

掃

蒗

す

る

事

今

如

說

の

論

旨

が

一

切

の

改

造

運

動

に

對

し

て

、凝

欝

：
 

も
不
可
能
な
る
企
及
で
は
な
い
。(

而

1
て
理
性
は
、
此

\

な
る
陰
®

を
投
す
る
も
の
な
る
は
喋
々
を
耍
し
な
い
" 

目
的
を
達
成
す
る
に
最
も
有
力
適
當
な
る
手
段
で
も
あj

然
る
に
彼
は
第
ニ
版
以
降
ブ
所
謂
道
德
的
抑
制
の
追
加 

多

ぅ

。
：
，
然

し

事

» '
は
"是
^;
反
し
：て
ゐ
る
。
:
|見

社

會

の

-

^
依
つ
て
著
し
く
其
暗
影
を
稀
薄
な
ら
し
め
た
。

.

多
く
の
害
悪
は
、
人
類
を
禍
す
る
明
白
有
力
：な
る
，原

因
I
'
.
.
,
:

,

■

一i
i::
:r
::
i :
'

:
■」

■

れ
ゐ
の
«

あ
れV」

も
.パ
實
は
是
缭
は
®

微

な

る

皮

相

の

',
: r
て
は
人
は
必
す
し
も
全
幅
.の
眞
理 

原
因F

あ
つ
て
、
A

類

の

源

泉

を

汚

濁

し

全

人

生

を

墮

を

等

し

く

開

陳

す

る

も

の

で

は

無

い

。
彼

は

論

敵

の

無

丨 

落
せ
し
め
る
潜
在
的
深
因
に
比
す
れ
ば
、
表
®

に
浮
®

|

.視
若
し
く
は
輕
*

せ
る
眞
理
の

1«
明
に
最
も
カ
«
を
入 

せ
る
羽
毛
に
過
ぎ
な
い
。」

人

爲

的

制

度

を

撤

去

す

る

も
|

れ
、
論
敵
の
高
調
す
るM

g

に
關
し
て
は
、
決
し
て
之 

更
に
其
奧
に
人
ロ
過
堦
の
傾
向
ど
云
：ふ
<

性

固

有

の

不\

を
® :
杏
す
る
皮
云
，ふ
に
あ
ら
ざ
^
も
酰
に
熟
知
せ
ら
れ 

可
抗
的
禍
因
が
伏
在
す
る
。
隨

て

慘

禍

な

ぐ

罪

惡

な

く

ts
る
眞
理
.ビ

し
て
、
論
_

の

表

而

ょ
.
-遠

ざ

け

る

事

は

：
：
：
;

明
智
.の
人
々
相
寄
り
て
悠
々
快
適
す
る
が
如
き
.ゴ
ド
4

有
ト
得
可
き
亊
、
又
有
-
^勝
ち
の
事
で
あ
る
？

マ
ル
サ

:

' 

.

.

ン
：の
理
想
ビ
す
る
社
會
は
、
假

令1 '

日一

成

立

す

る

も

須

：
ス
の
ゴ
ド

4
ン
に
對
す
る
態
度
が
楚
で
あ
つ
た
。
彼
は

V

ド
牛
ン

0.
主
張
す
る
人
簕
の
as
全
性
、
及
び
是
に
甚 

く
理
想
»

會
の
期
待
を
打
破
す
る
の
が
敢
初
の
主
旨
：で 

あ
つ
化
。
そ
れ
が
爲
に
は
ゴ
ド
牛
ン
の
高
調
す
る
理
性
：
 

の
力
に
"

聲
を
揃
へP

典
鳴
し
て
ゐ
て
は
埒
が
あ
か
な 

い

.：
0

勢

ゴ

ド

ヰ

ン

の

輕

視

す

る

人

類

み

醜

惡

性

を

極

力
 

カ
說
す
る
の
必
製
が
あ
つ
位
の
で
あ
る
。

r
も

-M
が
爲 

に

彼
は
不
知
不
識
の
間
忙〗

方
に
彎
曲
せ
る
弓
を
矯
め 

ん
が
爲
、
餘

り

に

他

のV

方
に
抂
屈
す
る
誤
謬
に
®

つ 

ね

.
。

：

彼

れ

が

其

人

ロ

論

を
7X
夂
的
忙
«

«
づ
け
る
爲
に 

は 
>
 1 :

論
淨
ょ
り
轉
換
し
て 

ー
« :
的
問
題
€
着

做

し

、

全
：幅
の
眞
理
の
上
に
立
論
し
な
く
て
は
^

ら

ぬ

。

第

：
ー
一 

版
.の
_

訂
は
此
意
{:
出
で
だ
も
の
で
あ
つ
て
、
其
量
に 

於
て
激
增
寸
る
ビ
同
時
に
其
質
を
一
：新
せ
し
め
た
の
,
 

即
ち
a ；
德
的
抑
制
の
認
容
で
あ
る
。

：

:.

「

道
德
的
抑
制
と
は
豫
防
的
制
限
の

，一
a

で
あ
つ
て
、 

其
結
*

の
罪
恶
に
陷
ら
ぬ
も

0」
(

§
已
&

£

:ノ

令

d
t
:

 

P
r
9
0
)
。

即
ち「

結
婚
を
抑
制
し
、
然
も
不
正
常
な
る
情

第

十

七

怨

(

ニ
ニ
五
V

雜
錄
：

「

人口輪

」

の原理

欲
の
遂
行
を
[#
は
ざ
る
行
爲」

.

(

^
ゴ
ニ

0.
.
. 

於 

I
z
o
c
k

 

c
o
-
s

 

e
d
.

 

p. 

9
)

又

は

「

吾
人
が
家
族
を
扶
養
し 

■
得
る
程
度
に
達
す
る
ま
で
_

»
を
.抑
制
し
、
然
も
其
間 

フ
I

I

I

嚴
守
す
る
事」

.

(

I

P

.

.
 4。
6)

を
意
味 

「

す
.る
の
で
あ
る
0

,::
.

I

爱
に
於V

か
何
人
も
册
評
.者>

 

ル
サ
ス
の
地
位
が
、
被 

t

批
評
者
ゴ
ド
キ
ン
の
そ
れ
S

甚
だ
し
く
相
接
近
す
る
に 

|

至
つ
た
の
を
觀
る
で
あ
ら
ぅ
即
ち
第

1
版
に
於
て
マ
ル 

\

サ
.
ス
は
、
雨
性
間
の
情
欲
を
以
て
必
然
に
し
て
抑
制
し 

i

麵
き
人
類
の
先
天
性
に
迤
く
闽
定
の
法
則
で
あ
る
€
明 

f
:

確
に
斷
定
し
た
る
に
拘
ず
、
今
？

一
版
に
於
て
は
此
の 

\

如
さ
人
性
固
有
の
抑
制
し
雛
き
情
欲
を
抑
制
し
て
ノ
獨 

\

り
芷
常
の
子
女
の
み
で
な
く
又
私
生
兒
の
過
產
を
も
防 

止

し

、
然
も
惡
行
に
，̂

»
せ

ら

る

、

事

無

さ

道

徳

的

抑
 

制
を
認
容
且
つ
慫
慂
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
人
口
過 

:
增
の
傾
向
は
所
詮
動
か
す
可
か
ら
ざ
る
先
天
的
範
疇
で 

::

あ
る
に
し
て
も
"

是

を

制

箱

す

る

結

果

，が

必

ず

し

も

罪

C
政
策 

m

u雛

六

七



第

十

七

猞(1

三
六〕

雜

錄

：「

人
ロ
論

」

の
胶
？

政
馏
 

第

二

镞

六

八

M

或
は
慘
禍
を
招
被
し
な
い
で
*

む
道
理
で
あ
る
。
旣

糧

を

調

節

し

て

永

久

に

：存
績
す
る
事
が
出
來
る
わ
け
で 

に
I B
M

並
に
慘
禍
を
避
け
得
.る
以
上
、
人

類

並

に

社

會
.あ
る」

V」

評
し
て
ゐ
る(

B
a
g
e
h
o
t
: 

E
c
o
n
o
m
i
c

 

s
t
u
d
i
e
s
.

が
完
«
'の
境
に
達
す
る
事
も
全
然
絕
望
と
は
云
べ
な
い
p

:」

^

,)

o

又
マ
ル
サ
ス
自
身
も
初
版
の
標
題
に
^
る 

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
にB

a
g
e
h
o
t

は
、「

其
最
初
の
態
.

「

ゴ
ド
4

ン
氏
、

コ
ン
ド
ル
セ
ィ
氏
、
並
に
其
他
の
著
作 

様
に
於
て
は「

人
口
論」

は
；議
論
く
し
て
決
定
的
の
も
の
一
家
の
思
索
に
關
す
る
硏
究j

な
る
附
言
を
抹
消
し
て
1
人
：

で
：あ.：つ
た
。
*

そ

れ

は

誤

ま
S

る

事

實

の

上

に

立

脚

し

「I

占 

其

人

生

の

幸

福

に

：ぃ 

T
ゐ
た
。
其
第
二
の
態
樣
：に
於
て
ば
、

そ

れ

は

眞

正

e>I::

及
ぼ
す
過
表
並
に
現
在
の
影
響
に
對
す
る
見
解
、
附
其 

:事
實
の
上
に
立
脚
ず
る
が
、
：
議

論
-

し

て

は

完

結

し

て
|
:惹
起
す
る
害
惡
を
、
將
來
除
去
或
は
輕
減
す
可
&
希

靈

： 

ゐ
な
い
。し
蓋
し
マ
ル
ナ
ス
は
道
德
的
抑
制
の
招
入
に
依|

に
就
き
て
の
研
究」

A
n

 

E
s
s
a
y

 

s
 the 

p
l
p
l
e

 

つ
で
っ
其
全
論
旨
の
根
據
を
娵
礙
せ
し
め
た
ノ
若
し
此I 

o
f

 P
o
p
u
l
a
t
i
o
n

 ; 

or, 

a

 v
〖e
w

 

o
f

 

its 

P
a
s
t

 a
n
d

 

P
r
e
s
-

-

.

 

.

..s, 
:

 

:

>
^
の
道
德
的
自
制
の
原

&

あ
り
£

す
れ
ば
、
彼
は
最
早 

一
S
t E

^
c
t
s

 

o
n

 

H
u
m
a
n

 H
a
p
o
i
n
e
s
s
;

 

w
i
t
h

 a
n

 E
n
q
u
i
r
y

コ
ト

4
ン
を
驳

擊
す
る
：わ
：
け
に
は

行
か
ぬ
。
又
人
顏
並
：
 
一

3*
t
o o

u
r

 

P
r
o
s
p
e
c
t
s

 

r
e
s
p
e
c
t
i
n
g

 

t
h
e

 

F
u
t
u
r
e

 

R
e
m
?

.

.

.

.

.

. 

.

.

.

. 

-} 

■ 

.

.

.

に
.报
會
完
成
の
夢
想
を
打
破
ず
る
も

0
で
も
無
い
。
考

j 

v
a
l
o
r

 M
i
t
i
g
a
t
i
o
n

 

o
f

 t
h
e

 

E
v
i
l
s

 w
h
i
c
h

 

it 

O
c
c
a
s
i
o
n
s

 

し
完
全
布
德
の
_
體
が
其
成
員
を
：制
眼
し
得
る
な
ら
ば
-'
^
改
題
し
て
ゐ
る
。

彼

等

は

其

義

務

を

他

の

義

務

ど

同

樣

に

遂

仃

す

る

で

あ

乍
併
"
之
を
以
て
直
に
マ
ル
ナ
ス
が
ゴ
ド
キ
ン
皮
の 

ら

'フ
。
隨
つ
て
ゴ
ド
4
ン
.の
說
く
共
產
團
體
を
硤
镆
す
；

；
論
爭
に
降
伏
し
た
も
の
纟
姐
惟
す
る
は
皁
計
で
あ
る
。
；::

る
が
如
き
不
可
抗
的
法
則
は
無
く
、
仑
れ
は
人a

e

食

、
ロ
過
增
の
傾
向
が
マ
：ル
ナ
ス
の
所
言
の
如
く
實
在
す

る
も
の
假
定
し
て
，
此
傾
向
を
眾
に
道
德
的
抑
制
ど 

云
ふ
普
及
し
難
く
嚴
守
b;
難
い
一
法
に
依
っ
て
完
全
に
：
 

制
限
し
得
る
や
否
や
は
®

る
興
論
：の
紙i

あ
る
可
く
、
.
 

後
世
の「

所
謂
新
マ
ル
サ
ス
主
_

も
愛
に
其
淵
«

を
鏠
し 

た
の
で
あ
る
*か
、；
か

、
；る
，懸
念
ば
マ
ル
ナ
ス
自
ら
も
喑 

に
抱
い
て
ゐ
た
や
ぅ
に
思
は
れ
る
。
彼
れ
が
道
徳
的
抑 

制
の
效
果
を
說
く
や
、
祐
だ
心
細
く
覺
來
無
く
、
辛
ぅ 

じ
て
見
出
し
れ
遁
逃
の|

路
も

rW
途
の
光
明
の
微
廳
で 

あ
る
の
は
、
彼
れ
の
ー
議
論
0
趣
旨
ょ
れ
も
、
彼
れ
の譲

：： 

論
の
，調
；子
に
於
て
明
に
看
取
せ
ら
れ
る
。
要
す
る
に
彼
.
 

は
道
徳
的
抑
制
の
招
入
以
後
だ
雖
、
全
然
悲
観
的
光
彩 

を
l

l f
し
々
の
で
* 1
く

、
：唯
：第

1

版
の
極
端
な
る
悲
觀 

論
^
比
較
す
る
時
は
餘
程
其
色
彩
を
稀
雜
な
ら
し
め
た 

^

云
ふ
に
停
ま
る
の
で
あ
る
。
隨
つ
て
彼
は
到
底
ゴ
ド 

冲
シ
の
^
く

，
人
性
を
極
端
に
樂
觀
し
て
荈
放
な
る
空 

•
想
裡
U
:嬉
遊
す
る
を
得
な
か
っ
た
。
_此
心
事
こ
そ
ゴ
ド 

4

ン
が
無
政
府
共
產
主
義：

の
提
唱
者
：た
る
に
對
峙
し

m

十

七

卷

c 

二ニ七

〕

雜

錄

「

人口論

」

の原理

T

マゝルサス

' 
が
徹
頭
徹
尾
資
本
主
義
的
經
濟
組
織
の 

擁
謎
に
終
始
せ
る
理
由
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
私
は
获 

に
：硏
究
の
第
ニ
段
に
入
り「

人
ロ
論」

の
社
會
政
策
的
方 

而
を
省
察
す
る
顺
序
ど
な
つ
た
:0

|

マ
ル
サ
ス
は
罪
惡
及
び
慘
禍
を
招
徠
せ
ず
し
て
人
口 

|.

過
增
の
傾
向
を
防
遏
す
可
き
唯
一
の
策
を
し
て
道
徳
的 

i

抑
制
を
追
加
し
*

が
、
倚
人
性
に
關
す
る
觀
察
に
就
い 

\

一
て
ゴ
ド
4

ン
ど
の
間
に
著
明
な
る
杆
格
を
存
し
て
ゐ 

|

る
。
此
杆
格
が
依
然
.社
會
政
衆
上
兩
者
を
し
て
相
背
馳 

|

す
る
方
向
に
走
ら
し
め
た
る
根
本
原
因
'で
あ
る
-
其
第 

V

1
:の
特
徵
ば
、

>
 
ド
ヰ
ン
の
兆
產
主
義
謳
歌
に
對
す
る
，
 

一
：
.

.

T

Vナ
ス
の
私
有
財
遨
是
認
論
に
於
て
窺
知
す
る
事
が 

出
來
る
。
藍
し
マ
ル
サ
ス
に
從
へ
ば
、
人
類
の
醜
惡
性 

:の
顯
著
な
る
に
反
し
"

其
理
性
力
は
.甚
だ
*

弱
で
あ
る
，
 

か
ら
、折
免
招
入
し
た
る
遒
德
的
抑
制
も
、
極
力
之
を
獎
.
 

_

す
可
き
制
度
の
維
持
に
務
め
ざ
れ
ば
其
完
全
な
る
# 

」

政
锒 

密
一
㈱ 

六
九
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政
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第1

ー
號 

七
〇

撺
を
期
し
廳
い
。
.
而「

し
て
私
清
財
產
制
度
は
最
も
此
目
質
を
有
す
る
成
る
人
爲
的
制
限
が
行
は
る 

> に
至
.る
で 

的
に
適
合
せ
る
も
0

で
あ
る
。
以
爲
ら
^
*

「

早

婚

の

傾

向
.
あ
ら
ぅ」

(
M
a
l
t
h
s
:

 

A
n

 

E
s
s
a
y

 

o
n

 

t
h
e

 

P
d
n
d
p
l
e

 

に
對
じ
て
何
等
か
の
抑
制
を
洳
ふ
可
き
事
の
晚
に
絕
對
0
£ 

:
?

0
9
1
1
1
&

§

，6
t
h

 

e
d

 

W
a
r
d

 

&

 

L
o
c
k

 

C
o
/
s

 

e
d
.

ぃ
的
に
.必
要
な
る
を
知
ら
ば
、
各
個
人
が
自
己
の
子
女
を
.
マP, 

3
2
3
)
"

故
に「

何
等
か
の
方
法
に
依
つ
て
私
有
財
靡 

，扶
養
す
る
責
任
を
有
す
る
制
度
，
換
言
す
れ
ば
濫
り
に|

の

基

礎

：を

薄

弱

な

ら

し

め

、
.且

つ

各

個

人

が

其

深

虛

に 

性
欲
に
耽
溺
す
る
時
は
、
::
!
菩
人
は
自
然
の
結
果
£

し

て
'

|
依
つ
て
享
受
す
る
所
の一

切
：の
便
宜
及
び
利
益
を
ば
些 

.生
中
る
不
便
及
び
脚
窮
に
崩
服
す
る
：の
外
、
.
道
無
さ
も
：
|

少
に
て
も
減
少
せ
し
む
る
が
如
き
制
度
は
、
取
り
も
11
へ 

.
の
ビ
爲
す
制
度
ほ
ど
然
く
自
然
的
に
然
く
公
平
な
る
は：

さ
す
性
欲
を
有
效
に
防
遏
す
可
き
も
のW

し

ズ

吾

人

の
：
 

無
ぐ
、
又
然
く
神
の
法
則
並
に
最
も
賢
明
な
る
八
間
の：

馮
依
し
得
可
き
唯1

の
；手

，段

を

除

丧

す

る

も

の

ど

云

は 

制
定
せ
る
最
上
の
法
律
^

，
調
和
す
る
も
の
他
に
無
か,

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ」

(
2
n
d

 

c
d
.

 

p
.

 

3
00
S) 

る
可
き
は
何
人
も
容
易
に
首
肯
す
る
所
で
あ
ら
ぅ〜

各

\

固
ょ
り
マV

サ
スw

雖
、

ゴ
ド
ヰ
ン
の
想
像
す
る
が

ハ
.
.
.
.
，
. 

.

.

.

.

.

.

.

.

. 

.

.

.

個
人
が
自
發
的
に
道
^

的
抑
制
を
行
ふ
の
は
、「

全

く

財一

如
く
ヽ
物
資
豐
富
に
し
て
萬
人
平
等
に
自
然
の
恩
恶
を
： 

產
.の
私
有
並
に
相
續
.の

制

度

の

施

行

せ

ら

る

、
爲

に

外

：一

:
享
受
し
得
る
が
如
&

理
想
社
會
の
出
現
を
可
能
な
.

o

と

： 

な
ら
ぬ
？
而
し
て
財
產
に
關
し
平
等
並
に
共
有
の
制
度

_ L

せ
ば
、
殊
更
に
私
有
財
產
制
度
を
固
執
す
る
も
の
で
は
,
;
:::
; 

:

#
す
る
所
に
於
て
は
、
か
、
る
街
然
的
防
遏(

此

場

合

無

い

。
乍
併
彼
に
從
へ
ば
、
所
謂
人
口
の
原
理
に
依
ら
、 

道
徳
的
抑
制
の
み
を
意
味
す〕

の
代
り
に
、
是
ビ
著
し
食
物
の
增
加
率
は
人
口
の
增
加
率
に
比
し
遙
に
低
位
に 

{

趣
を
異
に
し
且
つ
是
よ
り
も
著
し
ぐ
木
自
然
な
る
：性

存

す

る

を

以

て

、「

到
底
人
類
.が
甯
裕
褪
.に
.生
活
し
、
各

人

平

等

，に

岛

然

の

恩

澤

を

漦

る

が

如

き

ば

不

可

能

で

あ 

る
-
?
.隨
つ
て
私
有
則
產
の
規
定
無
さ
時
fi

ノ
路
人
悉
く 

■
 

腕

力

を

以

て

各
，：！！！

の

些

々

た

る

蓄

財

を

擁

縱

し

な

く

て 

は
な
ら
ぬ
。
利
己
心
は
.愛
に
.跳
梁
し
#
関
の
諸
因
は
永 

續
し
> 

各
人
は
其
肉
體
の
保
全
に
孜
々
た
る
結
果
？

一 

A
€

し
て
典
心
を
见
索
の
11
1:
界
に
悠
々
自
適
せ
し
め
る
一 

]̂
i

^
出
來
^

い
1 :
あ
ら
*
'フ】

(
I
v
x
^
t
l
l
u
s

" ojjx 

c

l

r一
 st 

| 

e
d
.

 

A
s
h

一

e
y
V
e
d

 

p. 

4
9
>
。

假

に

宵

歩

を

讓

つ

て

ン

ゴ

ー 

ド
.ヰ
：

V

の
理
想
s

す
る
完
全
な
る
平
等
社
會
が
實
现
し 

f2
.
b 

S假
定
す
る
も
、
*

て
：前

述

の

闽

雛

は

其

社

會

に

\ 

M

逍

を

加

ふ

る

で

あ

ら

，
フ

€

思
惟
す
る
結
果
、
私

有

財

| 

產
制
度
を
道
德
的
抑
制
を
維
持
獎S

す
る
最
善
の
も
のj 

も
し
で
擁
讓
す
る
に
绝
つ
た
の
で
あ
る
。

ぃ
而
し
で
：マ
ル
ナ
ス
は
土
地
0

改
茛
其
他
の
«
情
に
依 

I成
る
人
々
の
分
け
前
は
：其
必
要
を
充
足
す
る
ょ
り 

遙
に
以
上
に
上
る
に
拘
ら
ヂ
’

利
己
的
精
神
の
支
配
ず
'. 

る
酞
會
な
れ
ば
彼
等
は
银
償
無
し
に
其
剩
除
を
他
に
分
：

笫

十

七

餘

(

ニ
ニ九：〕

：

雜

錄

「

人

口

論

：
！

©.
原

理X

與

す

，る

祺

の

猶

無

な

る

を

認

め

> 

且

つ

日

く

"

「

斯

の

如 

き
は
固
よ
り
最
も
不
便
な
る
事
情
に
相
違
無
しV

*
、 

.
然
も
楚
を
.財
產
の
不
安
定
よ
り
生
す
る
弊
密
の
大
な
る 

に
比
す
れ
ば
云
ふ
に
足
り
な
い
。
其
收
權
物
は
倉
遽
に 

滿
ち
然
i

各
人
の
日
々
食
す
る
所
は
一
片
の
麵
龅
に
過 

f

い
の
に

ノ
倚
其
剩
餘
を
隣
人
に
分
配
す
る
事
無
き 

は
明
瞭
で
あ
る
が
”

假
令
彼
れ
が
他
人
を
勞
働
せ
し
め
：
 

:

て
其
代
償
•ど
し
て
之
を
與
へ
、
且
つ
楚
が
爲
に
他
人
4: 

隸
臈
せ
し
む
る

0
傾
向
を
生
ず
る
も
、
或
る
人
々
の
全 

然
食
を
得
：中
し
て
飢
渴
に
瀕
す
る
よ
り
は
遙
に
宰
福
な
，
 

り
と
云
は
ざ
る
を
得
な
い
。
論
じ
て
愛
に
至
れ
ば
現
今 

文
明
諸
國
に
實
施
せ
ら
る 

>
 
ビ
大
差
無
き
財
牽
制
度 

一
は
、
假
令
多
少
の
缺
陷
を
具
備
す
：ミ
雖
、
尙
社
#
に
通 

迫
し
來
る
窖
惡
を
阻
止
す
る
爲
の
最
良
の
手
段
た
る
を 

認
め
ね
ば
な
ら
ぬ」

皮
。(

I
b
i
d
.

 

p
p
.

 

5
7
-
5

00)

約
言
す 

れ
ば
マ
V

サ
.
ス
は
人
ロ
過
增
の
傾
向
よ
b

發
生
す
可
き 

#
惡
を
可
及
的
減
少
せ
し
む
る
最
善
の
制
度
ミ
し
て
、 

政

策
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第
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:
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政
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笫
ニ
镳
 

七
二 

又

道

德

的

糾

制

，識

容

の

後

は

之

を

維

持

獎

_

:1
-

る

所

の

不

可

能

V」

な
る
で
あ
ら
う
。
此
の
故
に
各
人
を
し
て
與 

最

善

：の
：制

度

ど

し

て

，

®

有
财
產
制
度
の
保
全
を
極
力
：:
:
子
女
に
對
す
る
扶
養
の
-實
を
負
は
し
む
る
は
最
も
自
然 

主
張
す
る
®

に
於
て
終
始
1
»
し
て
ぬ
る

o
:而
し
て
彼
の
救
濟
手
段
ど
云
は
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
然
る
時
は
子 

.」

れ
の
結
婚
制
度
擁
護
論
^

尊
女
^

是
認
論
も
亦
同I

.

の
女
を
扶
養
し
得
る
成
算
無
き
に
拘
ら
ず
輕
擧
結
婚
せ
る
.
.
 

理

：由

ょ

：り

派

生

せ

し

.も

の

で

お

る

，。
丨

 

\

者
は
其
結
果
非
常
の
耻
辱
皮
苦
痛
を
韵
己
及
び
其
子
女 

五 

\

の
上
に
招
徠
す
可
く
、
隨
つ
て
人
を
し
て
必
然
此
點
に 

t

ル
サ
ス
に
從
へ
ば
、
私
有
財
產
の
法
規
に
次
で
來
愼
重
の
考
盧
を
致
さ
し
め
、
以
て
最
も
有
效
に
人
ロ
の 

..
*

る
重
要
問
題
はS

R

女
兩
.性
の
：結
合
，に
關
す
る
も
の
で
：あ

一
增
殖
を
制
限
し
得
可
し
^
。
さ
れ
ば
結
婚
法
を
制
定
す
.

： 

る
。
人
類
社
會
を
懊
惱
せ
し
む
る
困
難
の
眞
正
の
原
因
|

.
る
か
、
或
は
少
く
尤
も
各
人
を
し
て
其
子
女
を
扶
持
す
，

を
®

處
す
る
者
は
、
自
然
に
次
の
如
き
意
見
を
抱
懷
す 
'

ン
き
義
務
^

賦

課

す

る

法

律

の

規

定

は

旣

述

の

闽

_

を 

る
に
至
る
で
あ
ら
う
。
日

く「

得
人
が
幾
人
の
子
女
を
I

K

胎
す
る
社
會
に
於
て
最
も
自
然
合
理
的
の
處
锻w

云 

出
產
す
る
も
悉
く
公
共
の
慈
患
に
依
つ
て
扶
持
せ
&

る
一
は
な
く
て
は
な
ら
ぬ」

(
M
a
l
t
h
u
s

 : 

o
p
.

 

c

rAS
M
e
y
w

 

可
し
^

の
保
說
あ
る
；時
は
、.
假
令
f t
脅
の
全
注
意
を
勞j

.
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d
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P
P
，，

5
00
-
5
9

)

。
即
ち
ゴ
ド
ヰ
ン
_は

男

女

の

自

_

結

合

,

力
^

を
土
地
の
開
墾
耕
作
に
傾
注
す
'る
ど
も
、
或

は

最

を

呼

號

し

、
，現
存
婚
姻
制
度
を
以
て
詐
僞
的
獨
占
的
で 

.
も
完
全
に
財
產
の
安
宛
を
保
®

す
る
と
も
、
其
他
A

類

あ

る

ビ

非

_

し
、
;:
ー
 

の
婦
人
が
幾
人
の
子
女
を
有
す
る
:

S

知
識
の
及
ぶ
如
何
な
る
方
法
を
購
す
る
^

も
、
食

物

乎

、
或
は
其
何
人
に
歸
屬
す
る
か
と

'云
ふ
が
如
き
は
何 

:
:
の
増
加
は
到
底
人
口
の
增
加
ビ
步
調
を
共
に
す
る
事
は
れ
に
て
も

.可
な

^N。

食
糧
.其
他
必
要

.の
助
方
は
其
過
.剰

Q

所
ょ
り
不
足
の
所
に
自
然
に
到
來
す
可
く
、
'
各
人
皆
子
に
於
て
一
層
厕
禄
的
の
も
の
ビ
看
做
す
風
®
の
全
く
.

:i
:
i
:
c
能
力
に
應
じ
て
次
代
の
國
民
を
敎
育
す
可
し
ど
生
張
-

自
然
に
出
づ
る
を
會
得
す
る
の
で
あ
る
。
凡
を
婦
人
，
M 

す
る
に
反
し
、

マ
ゲ
サ
ス
に
從
ベ
ば
㈣

の
如
き
は
人
^

^

が
其
子
女
を
支
持
す
る
に
足
る
^
源
を
所
有
す
る
が 

過
增
を
促
進
す
る
雄
最
も
^

だ
し
き
社
會
組
織
ビ
沄
は
一
如
き
は
期
待
し
雛
き
鄯
で
あ
る
。
勿
論
男
子
皮
雖
其
關 

な
ぐ
て
は
な
ら
ぬ
。
現
在
の
如
く
1

旦
結
婚
し
れ
る
以
；
|
:係
せ
る
嫌
人
並
に
子
女
の
抉
養
に
窮
し
、
自
己
一
鄭
0

:'
,

上
は
如
何
な
る
都
精
あ
る
も
容
易
じ
之
を
破
*
す

る

能|

安
き
を
願
つ
て
彼
等
を
遺
棄
す
.る
時
は
、
其
子
女
は
必 

は
ざ
る
制
度
に
於
て
は
何
人
も
■

忽
に
結
婚
す
る
を
#

一
 

然
公
共
の
負

擔

ビ
な
る
か
然
ら
ず
ん
ば
餓
死
す
る
：の
外 

ざ
る
可
き
も
、
何
等
の
制
裁
な
き
完
垒
故
る
向
*

に

放

|

は
無
い
。隨
つ
て
か
く
る
害
惡
の
頻
發
を
防
北
す
る
爲
、
 

任
ぜ
ら
れ
ん
か
、
各
人
其
子
女
0

扶
養
に
關
し
龜
末
も|

か
、
る
^

子
が
精
#
的
制
裁
を
加
べ
ら
る
、
は
离
人
の 

懸
：念
實
任
を
有
せH

る
が
故U

人
皆
卑
婚
亂
*

を
擅

に

I
.

希
望
す
る
所
で
あ
：る

:°
乍
併
如
上
の
行
爲
の
弊
#

は
男

':'
$
 

す
る
に
至
る
で
あ
ら
う
。「

ー
办
に
は
人
ロ
過
增
の
傾
问
|
.
子
に
於
る
ょ
り
も
婦
人
の
場
合
に
於
て
ー
層
®
著
で
あ

;:
:
:：
::

.
■

レ
，
一
，
方

に

は

之

を

輕

減

.す

令

原

因

を

全

然

撤

：去

：

一 

b
 j

呀
必
然
的
で
あ
る)

或
る
兒
童
の
父
は
時
^

し

て

：

す
る
時
は
人
：ロ
は
必
然
比
類
な
き
速
度
を
以
て
激
增
すI

判
然
せ
ざ
る
場
合
是
れ
有
る
可
き
も
其
母
の
不
分
明
な 

可
く
、
不
測
の
禍
其
間
に
生
ず
可
し
ビ
思
惟
す
る
も
の
、
る
事
は
滅
多
に
無
い
;0
そ
れ
故
に
婦
人
が
か
、
る

所

業

;
:
: 

で
あ
る
:0
.:
を
敢
て
爲
す
時
は
/
其
犯
跡
最
も
歴
然
た
ら
且
同
時
に
し
;
： 

彼
ゆ
'31
に
論
步
を
進
め
て
云
ふ「

是
等
の
«]
愤
を
觀
社
會
に
及
ぼ
す
速
惑
も
至
大
で
あ
る
か
ら
、
是
に
加
へ 

考
す
る
^
方
つ
て
余
は
^
操
の
破
墩
を
男
子
ょ
ぢ
も
女
ら
る
>非
雛
も
最
も
峻
酷
な
る
は
亦
是
非
無
き
事
^
沄 

!
第

十

七

卷

0

 u
t
i
l
〕

、雜

錄

「

人口酴

j

の
原
理
ミ
政
策

 

ふ 

s

i
 

七
三



第

十

七

卷3

三
5

雑

0

「

人

ロ

論0
原
理
と
政
锻

第
二
鱗

七
四

は
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。」

さ
れ
ば「

か
\
る
不
行
跡
に
對 

し
社
會
の
男
子
に
加
ふ
る
制
裁
は
：殆
ぞ
皆
無
ど
云
ふ
も 

過
言
で
無
い
の
に
、
«
>
婦
人
に
對
し
て
は
其
制
栽
嚴 

®

で
_あ
つ
て
^

く
社
#

ょ
ヶ
.
_

り
去
る
•か
如
き
は
疑
も 

無
く
正
義
を
破
*

す
る
0

«

あ
れ
.
.ど
も
、，
其
起
源
に
溯 

つ
て
舰
考
す
る
時
は
、
假
令
全
然
拍
當
€

は
云
，へ
:ぬ
ま 

で
も 
>
社
#
^
重
大
な
る
迷
惑
を
與
ふ
る
辦
象
の
頻
發 

を
防
退
す
る
最
も
明
瞻
包
カ
な
る
本
段
^

し
て
，{1
然
に 

發
生
せ
る
も
の
V
Jff
l

る
可
き
で
あ
る
_(

M
a
l
t
h
u
s

 : 
o
p
*

 

c

r

p

p

. 

5
9
-
6
0
)

「

或
る
補
の
論
者
は
貞
操
の
德
を
以 

て
人
爲
的
社
#

に

於

る

_

制

的

糜

物
\?
:

思
.惟

す

る

も

、 

實
ぬ
内
然
の
遒
理
に
繁
闽
な
る
基
礎
を
有
す
る
も
の
で 

あ
る
。
即
ち
人
口
の
原
理
i

b

®

々
惹
起
す
る
所
の
罪
.
 

惡
ど
慘
禍
を
囘
避
す
可
き
啦一

の
道
德
的
半
段， V

J

云
ふ 

•を
，̂
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る」

^

，1
0
1
〕̂

.

耍
之
、
私
有
財
產
制
度
及
び
結
婚
制
度
の
擁
識
で
云

ど
不
可
分
の
關
係
を
有
し
、
人
1:
|

過

增

の

招

徠

す

る

罪 

悪
慘
涵
を
極
ヵ
輕
減
し
、
或
は
唯
一
の
#

^
な
る
：制
限 

孚
段
た
る
道
徳
的
抑
制
を
間
接
に
維
持
獎
働
す
可
き
最 

上
の
制
度
ど
思
惟
す
る
結
果
で
あ
つ
て
、
«

人
«
の
醜 

慼
性
を
抑
腿
し
て
理
想
的
制
限
を
實
施
せ
し
む
る
上
に 

は
楚
非
と
も
か
ゝ
る
制
度
の
刺
戟
に
俟
た
ね
ば
な
ら
ぬ 

<

考
慮
せ
る
點
に
於
て
、：
ゴ
ド
ヰ
シ
の
如
き
極
端
な
る 

人
性
樂
観
ど
衔
难
離
す
る
證
左
を
見
る
可
き
で
め
る
:0 

か

、
る
：见
想
は
你
其
痛
烈
な
る
救
贫
法
非
*

の
Jt
に
反 

映
し
て
ゐ
る
o

穴

：

一
七
九
五
华
英
國
下
'層
社
會
の
慘
狀
は
其
^

ん
底
に 

達
し
た
。
麵
龅
を
麵
_

を
ビ
絕
叫
す
る
賤
说
の
»

龈
が
、 

王
者
の
賜
車
を
停
め
た
.
ー
«

^
は
^
總
て
を
物
語
つ
て 

ゐ
る
。
時
の
：宰

相
P
i
t
t

は
®

來
の
救
贫
法
を
修
訂
し
て 

此
危
機
を
救
濟
せ
ん
を
威
み
た
。
移
轉
の
自
曲
、技
«
學

ひ
乂 S

R

尊

女

单

の

是

認

論
€

云
ひ
、
舉

覓

人

口

の

原

理

校

の

設

置

、
相
互
組
合
の
組
識
等
其
包
含
す
る
所
多
種

多
樣
で
あ
っ
た
が
、

1

^;
_最
も
« :
要
な
'る

規
定
は
家
族 

-

の
人
數
に
此
例
し
て
救
贫
の
程
度
を
鑛
大
し
た
事
で
あ 

を
。
而
し
て
其
背
後
に
は
人
口
の
膨
脹
を
以
て
國
述
隨 

昌
の
兆
^

な
す
マ
1

カ
ン
テ
ィ
ソ
ズ
ム
以
降
の
見
解
も 

亦
預
っ
て
力
が
あ
つ
た
。
例
へ
ば「

救
贫
を
仰
ぐ
を
以
て 

屈
辱
®

蔑
の
事

ビ
Hi
心
惟
せ
ャ
、
却
て
芷
當
名
譽
の
事
柄 

e

爲
さ
し
め
ょ
、
然
ら
ば
大
家
族
を
有
す
る
事
は
禍
で 

無
く

幸
慶
ど
な
る

で
あ
ら
：
ぅ
。
且
自
己
.の
：勞

働

に

依

て 

自
Q
.を
維
持
す
可
き
人
々
、
多
數
の
子
女
を
產
出
し 

て
國
家
を
富
ま
し
め
其
抉
養
の
爲
に
公
共
の
助
力
を
要 

求
す
る
權
利
あ
る
人
々
？
の
間
を
、
細
然
渾
別
す
る
を 

得
可
し」

V」

論
す
る
學
考
も
あ
つ
穴
位
で
あ
る(

B
o
n
a
r

 

: 

M
a
l
t
h
u
s

 

a
n
d

 

H
i
s

 

w
o
r
k
. 

O
D
. 

2
9
- 3

0
)

 

o 勿
論 p

ht
t 

は 

.
ス
ミ
；ス
の
學
說
を
政
治
に
實
施
し
た
る
爲
政
家
£
し
て 

喧
傳
せ
ら
れ
て
は
ゐ
る
：が
、
然
も
如
上
の
舊
思
想
が
當 

時
0
慘
狀
C

相
俟
っ
て
.議
會
を
動
か
し
、
救
®
法
の
範 

®1
程
度
を
著
し
く
膦
張
せ
し
め
ft
の

で

あ

る

。
'
然

も

其

效
染
は
遊
惰
の
民
を
激
增
す
る
の
傾
向
を
刺
戟
し
ね
。 

マ
火
サ
，ス
は
這
般
の
世
相
に
«

€
し
れ
の
で
あ
る
。

以
爲
ら
く「

英
國
に
於
け
る
救
貧
法
は
ニ
個
の
方
法 

-

に
依
り
概
し
て
貧
民
®

境
遇
を
感
化
す
る
傾
が
あ
る
。

;
 

.第
一
の
顯
著
な
る
傾
向
は
、
一
給
付
す
可
き
食
物
を
増
加 

せ
中
に
人
ロ
の
堦
殖
を
促
進
す
.る
；事
で
あ
る
。
贫
民
は 

自
己
の
獨
カ
を
以
て
家
族
を
維
持
す
る
の
能
力
あ
り
や 

否
や
を
、
敗
ざ
或
は
全
然
顧
慮
せ
す
し
て
結
婚
す
る
。
： 

是
れ
或
る
意
味
に
於
て
救
贫
法
は"

其
救
濟
せ
ん
ど
す 

る
貧
民
を
を
れ
自
ら
製
造
す
る
も
0

ヒ
云
ふ
可
き
で
あ 

る
。
蓋
し
人
口
增
瑜
の
結
果
、
各
個
人
に
對
す
る
食
糧 

の
分
配
額
は
必
然
減
少
す
る
が
故
に
、
公
典
の
救
助
を 

仰
が
ざ
る
勞
働
者
は
從
前
ビ
等
®
の
勞
働
を
以
て
從
前 

ょ
り
も
少
量
の
食
物
を
膦
買
す
る
の
«

む
を
得
ざ
る
に 

至 

>
、：
遂
に
彼
等
も
亦
©

々
相
率
ゐ
て
救
貧
法
の
恩
恵 

に
浴
せ
んV

欲
す
る
に
至
る
か
ら
で
あ
る
o

第
一
一
に
救
貧
院
內
に
&
る
槪
し
て
腑
甲
斐
な
き
輩
の

第

十

七

卷

S
1

P
1

)

雠

M

「人
！？

論」

の
原
理
ミ
政
策

第
ニ
號

七
£



馆

十

七

卷(

ニ
三
四

)

.;
:

雜

錄

「

人
ロ
論

」

の
搲
理3
政
策

第11

號

七
十

爲

に

消

費

せ

ら

る

、
食

物

の

分

量

は

>
 
其
程
度
に
應
じ 

て
；他
0

,

1層
勸
勉
和
能
の
人
々
に
*
す
可
き
分
け
前
を 

減
少
す
る
が
故
に
，
前
同
様
の
作
用
に
依
つ
：て
救
貧
を 

要
す
る
寄
食
者
の
數
を
增
加
せ
し
め
る
の
で
あ
る
o

若 

し
救
貧
院
內
の
貧
民
®

生
活
が
現
狀
ょ
6

も
安
樂
ビ
な 

る
時
は
、
か 
>
る
金
錢
の
分
配
法
は
必
然
物
價
の
騰
貴 

を
_
致
し
院
外
の
人
タ
の
，生

活

を

I
厨
沈
滯
せ
し
む
る 

に
至
る
で
あ
ら
ぅ

」

^

(
M
a
l
t
h
u
s

 : 

o
p
.

 

cit, 
A
s
h
l
e
y
w

 

e
d
.

 

R

 

3
0

)

0 

, 

M
-

丨
以
上
は

救

貧

法

が

却

で

そ

れ

の
企
圖
足
反
劉
の 

傾
向
を
助
長
す
る
に
侬
り
是
に
殿
擊
を
加
へ
だ
の
で
あ

刺
戟
を
雜
弱
な
ら
し
む
：る

一

切
の
計
劃
は
、
如
何
に
仁 

慈
の
觀
あ
り
ビ
も
畢
竟
却
て
其
目
的
に
背
馳
す
る
結
朵 

を
生
す
る
も
の
で
あ
る
。
若
し
獨
立
し
て
其
家
族
を
維 

:

持
す
可
き
期
望
の
僅
少
な
る
か
或
は
絕
無
な
る
に
拘
ら 

ず
公
共
の
救
濟
に
侬
賴
し
て
結
®

す
る
莕
あ
ら
ば
、
そ 

は
啻
に
自

己

並

に

其

子

女

の

±

に

不

正

の

不

幸

を

招

..徠

す
る
許
り
で
無
く
不
知
不
識
の
間
に
自
己
^
同
一
階
級

.

.

.

.

.-- 

:
,

に
憊
す
る
儕
輩
の
全
て
を
禍
す
る
も
の
^
云
は
な
く
て 

は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
故
に
其
家
族
を
扶
養
し
得
ざ
る
に
結 

辦
す
る
所
の
勞
働
者
は
或
る
意
味
に
於
て
典
同
僚
勞
働 

者
全
般
の
仇
敵
ビ
云
ふ
可
き
も
の
で
あ
る」

(P. 

3
1
)
，

思

る
-が
、
]1
1

に
進
ん
で
マ
ル
サ
ス
は
そ
れ
が
公
典
の
賴
啤
一
ふ
に
英
國
の
救
貧
法
はr

®

然
の
事
理
に
照
し
て
不
可 

を
損
ふ
皮
云
ふ1

®

!!:

會
的
見
地
ょ
り
愈
々
深
刻
な
る
：

能
な
る
所
を
徒
に
成
就
せ
ん
と
焦
慮
し
、
却
て
現
實
の 

非
雛
を
浒
び
.せ
て
ゐ
る
。B

く「

公
典
の
抉
助
に
依
據
す
：

幸
福
を
鶴
牲
に
供
す
る
：も
の
で
あ
る
。
爲
政
家
a

庶
民 

る
贫
民
に
湓
耻
の
念
を
抱
懷
せ
し
む
る
は
私
的
に
：は
冷
—,
に
此
腿
制
的
法
典
に
服
従
せ
ょ
然
ら
ば
汝
等
は
窮
乏
を

.酷
ピ
M

は
る
、
も
、
か
，>

る
刺
戟
は
人
類
：の
大
多
数
0

免
れ
ん
ど
吿
げ
た
。
庶
民
は
此
契
約
の
彼
等
の
履
行
す

幸
福
を
增
進
せ
し
ひ
る
爲
に
絕
對
に
必
要
で
も
る
。
f

c

可
き
部
分
を
履
行
し
た
o

然
し
爲
玫
象
ば
自
己
の

履
行

す
可
き
部
分
の
履
行
を
爲
さ
ぬ
。
楚
仆
爲
さ
々
る
に
あ 

ら
す
、
能
は
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
斯
く
て
食
民
は
其
貴 

重
ぬ
る
自
凼
を
犠
牲
に
供
し
、
何
等
の
反
對
給
付
を
報 

い
ら
れ
な
い」

(
P
.

 

3
7
)

。
要
す
る
に「

若
し
救
贫
法
が
當 

初
よ
&
存
在
せ
ざ
り
し
と
せ
ば
極
め
て
少
數
の
人
々
が
一 

今
：

=

以

上

に

峻

烈

な

る

苦

惱

を

經

驗

し

た

で

.あ

ら

ぅ

が

一 

之
を
社
會
全
般
の
上
よ
り
«

^
す
る
時
は
.、
庶

民

の

宰

| 

福
の
總
和
は
現
在
よ
卜
も
遙
に
多
量
に
上
つ
$

a

0
 

を
容
れ
ざ
る
所
で
あ
る」

(

?

3
5
)
を

云
ふ
の
で
あ
る
。
一
 

:
:

今

如

上

の

所

論

に

於

て

：最

大

多

量

の

幸

福

を

第

 

一
0

一 

を
観
る
功
利
主
義
哲
學
が
ゴ
ド
冲
ン
せ
同
じ
く
マ
ル
サ 

.ス
，に
も
浸
潤
せ
し
一
例
を
窺
知
し
得
る
-

同
時
に
其
結j 

果
が
ゴ
ド
ヰ
ン
ビ
は
反
對
に
生
存
權
の
否
認
に
歸
趨
す
一 

石
所
以
も
亦
看
取
す
る
il
T

が
出
來
る
。
次
の
言
辭
は

雄 

-

辯
に
之
を
裏
書
す
る
。日
ぐ「

g

に
占
有
せ
ら
れ
た
る
：世 

界
U

生
れ
出
づ
る
者
は
若
し
彼
れ
が
正
當
に
要
求
し
得
：
 

可
き
兩
親
よ

技
其
生
活
資
料
を
仰
ぐ
を
得
中
加
ふ
る
に

笫

卞

七

盤

(

二 iij

五)

雜

錄

{
‘
人
ロ
論

」

の
源
理
>ト

:

社
會
も
亦
彼
れ
の
勞
働
を
必
ff
i

ミ
せ
ざ
る
時
は
、
彼
は 

食
物
の
最
少
量
に
對
し
て
す
ら
何
等
の
要
求
權
を
保
有： 

す
る
も
の
で
無
い
。
自
然
.の
肚
火
な
る
饗
宴
に
於
て
彼 

れ
の
爲
に
準
備
せ
ら
れ
た
る
空
席
は
一
つ
も
無
い
。

a 

然
は
彼
れ
に
退
去
を
命
令
^

る
^
而
し
て
彼
れ
が
何
入 

か
の
憐
愍
^

依

な

其

席

を

讓

渡

せ

ら

れ

ぬ

限

り

、

，

!-
:
!
然
 

は
即
刻
其
命
令
を
執
行
す
る
0
假
に
來
客
中
の
或
る
溝 

が
起
立
し
て
彼
れ
の
爲
に
席
を
設
け
た
ビ
す
れ
ば
、
同 

樣
の
恩
恵
に
裕
せ
ん
S

欲
す
る
者
は
忽
ち
纘
々
t

現
出 

す
る
で
*

ら
ぅ
o

來
る
者
は
拒
ま
す
ど
の
報
®

1

旦
傅 

播
せ
ん
か
> 

室
は
無
數
の
請
願
者
に
依
つ
て
充
滿
せ
ら 

れ 
> 
饗
宴
の
秩
序
調
和
は
破
壊
せ
ら
れ
■豐
富
ご
見
え
た 

る
食
糧
も
不
足
を
吿
げ
、
か
く
て
場
內
の
各
所
に
食
を 

得
中
し
て
憐
愍
を
乞
ふ
者
を
生
じ
、

一

方
亦
此
室
に
來 

)

ら
ば
必
ず
食
糧
め
り
.ド
敎
示
せ
ら
れ
た
る
に
拘
ら
す
、

事
實
是
れ
無
き
爲
に
立
腹
せ
る
人
々
は
嚣
々
其
非
を
鳴 

'
ら
し
、
來
客
ー
同
の
幸
福
は
爲
に
全
く
破
壤
せ
ら
る

、

似

餓

m

一
 

S
 

七
七



筋

中

七

猃

(

ニ
三

.：0

 

m

0

「

人

p.
論

」

の

原

理

政

馆

交

で
あ
ら
ぅ
。
故
に
凝
應
の
主
人
公
た
る
神
は
全
て
の
來 

.客
^

充
分
め
馳
走
を
爲

さ
ん
事
を
欲
す
6'
ビ
共
に
>
:
又 

限
り
無
き
來
客
に
向
つ
1:
_

れ
無
く
支
紛
し
#
ざ
る
を 

，知
る
.に
依
b

來
客
旣
.に
定
員
に
滿
づ
る
時
は
最
早
楚
れ 

以
上
.の
新
來
者
を
謝
.絕

ず

：る

旨

の

；好

意

的

#

吿

を

爲

す 

の
で
あ
る
。
然
る
に
偶
：々

來
客
が
之
を
無
視
す
る
は
抑 

々
過
ら
の
發
端
で
あ
る
が
：、
其
過
ち
は
後U
悔
ゅ
る
も 

旣
に
遲
しW

云
は
な
く
て
は
な
、b
l^J

^
C
M
a
l
t
h
l
l
s

 

V
 

o

勺
.cit, 

2
n
d

 

e
d

 

で
！：>• 

5
3
1
-
5
3
2
)
0

 

「

上
記
の
巧
妙
な
る
比
喩
は「

人
口
論」

第
二
版
に
演
述
：
 

す

る

所

：で

あ

つ

て

、

第

1

版
は
は
米
だ
存
せ
中
、
第
三 

版
以
降
に
は
削
除
せ
ら
れ
れ
る
も
、
そ
は
#

恐
ら
く
は 

言
辭
の
峻
烈
苛
酷
に
失
せ
る
を
顧
®

せ
る
爲
で
あ
つ 

て
，

這
裡
に
包
含
す
る
生
荇
權
杏
認
の
思
想
そ
の
も
® 

は

終
生
マ

ル

サ
ス
の
胸
奧
を
去
る
卿
は
無
か

つ

た

；

の
で 

る
:0
, 

. 

. 

V
-

マ
，
ナ
ス
の1

人
1:
1

論
1_
が

資

本

，主

義

經

濟

學
0

|

原 

理
た
る
所
以
は
、
社
會
構
成
の
分
子
た
る
各
個
人
間
に 

橫
は
る
境
遇
の
不
平
等
を
獨
り
不
可
杭
的
結
果
ど
し
て 

認

容

す

る

許

-
^
で

無

く

、

稍

之

を

歡

迎

す

る

が

如

&

M 

.
想
を
表
白
す
る
に
當
つ
て
最
も
®
畠
に
其
特
徴
を
發
揚 

す
る
に
至
づ
た
。

.

.

，彼
は
私
有
財
產
制
並
に
結
婚
制
擁
譴
論
の
後
、
直
に

語
を
次
で
云
ふ「

此
社
會
に
於
け
る
ニ
個
の
苯
本
的
法

規
れ
る
財
產
の
保
瞪
及
び
結
婚
制
度
の
一
旦
確
立
す
る

時
は
、
境
迅
の
不
平
等
は
必
然
是
れ
に
伴
は
ざ
る
を
得

s

 

C
財

產

分

割

發

生

後

の

社

會

に

生

れ

出

で

^

る

者

は
ノ 
0

fy
所
有
主
の
旣
に
雀
定
せ
る
世
界
に
來
た
の
で

ぁ
つ
て
、
若
し
其
兩
親
が
家
族
の
過
多
な
る
故
を
以
て

彼
等
に
充
分
の
扶
持
を
給
付
し
能
は
ざ
る
時
は
、
彼
等

は
物
皆
私
有
せ
ら
る
’
現
世
に
於
て
は
何
事
を
も
爲
す

*

は
出
來
ぬ
？
吾
人
は
土
地
の
生
產
物
に
對
し
て
各
人 

が
平
等
'の
分

配

を

要

求

：す

石

時

は

如

.何に

.致

命

的

害

藤

p

'■usge 
,̂£
 
好
 

j
aJ-
n
s
g
,l

u
1

I

I

1

1

丨:
1I

を
)Ji
t

筲
に
及
ぼ
す
如
を
旣
に
贫
察
し
れ
。
隨
つ
.て
，當
柳 

に
享
受
し
れ
土
地
の
分
配
額
に
殳
し
過
剩
ど
な
れ
る
家 

族
は
、
IE
義
に
反
す
る
#

■

し

に

他

人

の

剩

餘

生

產

物 

を
要
求
す
る
斯
が
出
來
な
か
つ
れ
。
斯
く
し
て
适
然
の 

不
可
杭
的
法
則
の
爲
に
或
る
人
々
は
窮
乏
に
®

め
ら
る 

、
に
：至
つ
れ
。
是
れ
人
生
の
富
籤
に
空
籤
を
杣
き
當
て 

た
不
幸
な
る
人
々
で
、
其
數
は
之
を
支
持
し
得
る
剩
餘 

生
産
物
の
額
を
直
に
凌
駕
す
る
も
の
で
あ
る
。
然
る
に 

人
.情
：の
.常
^

し
て
社
#

に
.
i?
越
の
地
拉
を
占
め
ん
ど
欲 

し
、
、然
も
道
德
上
の
優
秀
を
以
て
儕
輩
に
拔
ん
づ
る

事 

は
極
端
な
る
例
外
を
阶
き
て
0

る
.«|
事
で
あ
る
か
ら
、
 

勢

剩

餘

生

爺

物

の

所

有

者

.は

必

足

之

を

利

用

し

て

向

己 

.の
Jt
位

名

望

を

社#

的

に

向

：上

せ

し

め

ん

^
企

圖

す

る 

の
で
あ
^
。
愛
に
於
て
何
人
も
先
づ
ノ
他
の
勞
働
に
堪 

ベ
且
つ
勞
働
を
嫌
忌
せ
ざ
る
人
々
を
使
役
し
て
、
®
に 

其
剩
餘
生
產
额
を
增
A

せ
し
め
ん
^

す
る
に
至
る
は
最
：
 

も

自

然

且

，
つ

^

當
の
徑
路
ビ
云
は
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

加
ぐ
て
彼

れ
自
身
が
愈

々
其
#
財
を
增
加
す
る
さ
間
時 

に

}
般
社
會
を
利
し
？
大
多
數
の
人
々
に
扶
助
を
與
ふ 

.る

歌

が

出

來

る

の

で

ぁ

る

」「

乃

ち

知

る

人

類

針

會

は

其 

最
も
美
は
し
き
空
想
に
從
へ
：ば
、
.：
仁

慈

を

以

て

行

錄
(?
) 

動
因
と
な
し
、
刺
已
を
排
し
、
.各
人
の
遛
質
は
暴
カ
に 

訴
へ
ず
し
T

l

l

s

f
る
所
の
屦
で
ぁ
る 

が
ヽ
そ
は
自
然
の
法
則
に
甚
き
、
極
め
て
短
期
間
內
に
菩 

人
が
現
時
各
國
に
於
て
目
擊
す
る
ぞ
大
差
無
き
組
織
" 

換

言

す

れ

ば

資

本

家

^

勞

働

者

の

ニ

階

級

に

分

離

し

利 

已
を
以
て
成
立
0

主
：耍
な
る
動
機
^
す
る
社
會
に
復
歸 

せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る 

一9
'Jalthus : 

o
p
.

 

c
r 

1st 

e
d
.

 

A
s
h
l
e
y

 V

 e
d
.

 

p
p
.

 

6
1
-
6
2
)

 
V

S

M
に
®

ん 
e 

云
へ
ば
不
平
等
な
る
狀
態
は
善
行
{:
對
し
て
0

然
的
の 

報
酬
を
提
供
し
、
且
つ
社
會
的
昀
上
の
希
紫
及
び
下
落 

の
恐
怖
を
ば
廣
く一

般
に
皴
舞
し
普
及
す
る
が
故
に
、 

か
、
る
不
：
平
等
を
存
置
す
る

社
會
は
凝
も
無
く
各
人
の 

「

精
力
S

能
力
の
罾
»

並
に
人
類
の
德
性
0

實
現
及
び
發

笫

卞

七

泡

o
i七
.

> 

雜

錄

「

人

P論j

の
原

f
j政策

第
一一

號



笫卞七餘
(

m

A

v
雜

錄

「

人ロ論

0
浞理

3
政笟
 

第
二
號
八
〇
 

ン

^
に、

1
.も適當せる，

^
>
_の
^
云
は
な
く
て
は
な
ら
ぬ」

.
の
ご
認
め
、
同
時
に
救
贫
法
其
他
贫
者
が
富
者
に
對
す 

:'
:
l'
:
I
bo:
v

6

g
ed. w

a
r
d
:
&
£
o
c
k
'
c
o
.
v
e
d
.

 

p. 
3
2
0

)

0

る
諸
種
の
嬰
求
權
を1

切
否
認
す
る
以
上
は
、
富
者
は 

. 

' 

:
要
ず
る
に
マ
ダ
ナ
ズ
は
人

_
社
#
の

，不

平

等

を

到

底

:其
富
力
の
許
す
限
度
に
於
て
、
雜
人
の
子
女
を
產
出
し 

:
故
来
し
得
ざ
る
囱
然
法
則
の
ー
結
果
^
看
做
す
る
：の
.

)

み

な

幾

人

の

眷

族

を

支

持

す

.る
も
全
然
其
自
曲
な
る
に
反 

.
ら
す
、
同
時
に
か
、
：石
人
生
に
於
て
は
不
平
等
は
寧
ろ|

し
、
貧
者
に
於
て
は
實
に
其
貧
な
る
の
故
に
か
、
る
自 

善
な
る
も
の
€
斷
す
厶
も
の
で
あ
る
。
彼
は
人
ロ
の
原\

*
を
荷
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
性
欲
，に
對
す
る
道
德
的 

理
は
永
久
に
»
ら
ざ
る
自
然
の
範
一
疇
で
あ
る
ど
思
惟
す\

抑
制
も
富
者
に
於
て
は
毫
も
關
知
す
る
の
必
婴
を
%
す 

る
結
杲
，
是
に
起
因
す
る
«
恶
を
可
及
的
輕
減
す
る
所|

獨
り
貧
者
の
侧
に
於
て
の
み
嚴
守
す
可
き
も
の
ど
な
る 

の
：私
有
財
產
制
度
も
亦
永
久
.に
.搖
か
す
可
か
ら
ざ
る
人
ー
道
理
で
あ
る
。
若
し
贫
者
に
し
て
其
妻
子
を
扶
養
す
る 

爲
の
a
律
た
る
.可
し
>
L主
張
す
る
の
で
あ
る
"
是
れ
.マ

|
.の
成
算
無
き
に
拘
ら
^
、
早
婚
し
或
は
過
產
し
たb

v
j

 

V

文
ス
の「

人
口
論」

が
資
本
主
義
經
濟
學
の
最
も
主
9?
一
す
れ
ば
、
そ
は
彼
れ
が
當
然
遵
守
す
可
き
道
德
的
_
制 

な
る
一
文
献
を
以
て
目
せ
ら
る
、
所
以
で
め
る
。

1
,

を
遵
守
し
な
か
つ
た
爲
で
あ
る
か
ら
其S

窮
に
苦
惱
す 

愛
に
於
て
吾
人
の
注
意
を
換
起
す
可
き
ば
先
に
彼
れ

ノ
る
の
は
自
業
自
得
で
あ
る
。即
ち
マ

;1
/
ナ
ス
は
云
ふ

「

か 

が
社
き
改
善
に
對
す
る
唯
1
:
0指
針
^
し
て
認
容
且
つ

;

>
る
場
合
に
於
て
は
彼
は
自
然
の
刑
^
た
る
甚
し
き2

： 

慫
慂
せ
る
道
徳
的
抑
制
が
^
著
し
く
其
適
用
の
範
11
1
を
窮
に
放
任
し
置
か
る
可
き
も
の
で
あ
る
。
彼
は
最
も
叨

減
縮
せ
ら
.れ
た
_

で
め
る
。
蓋
し
貧
富
の
懸
癌
を
#

生

.
へ
瞭
且
つ
正
確
な
る
警
戒
あ
る
に
拘
ら
す
"
娛
れ
る
行
爲 

'

存

撩

せ

し

ひ

る

現

存

肽

會

祖

横

を

自

然

且

グ

最

S
の

も

れ

出

で

た

も

の

で

あ

る

か

ら

其

過

失

の

結

果

を

負

澹

す

る
に
當
&

、
彼
れ
自
身
0

外
他
の
何
人
を
も
屹
責
す
可 

き
疋
當
の
理
由
を
持
た
ぬ
。7

公
共
，の
救
濟
は
被
に
對
し
；
 

て
最
も
峻
儼
に
拒
否
せ
ら
る
可
く
>
又
私
人
が
慈
惠
的 

G

彼
れ
：を
救
濟
す
る
に
當
ト
て
も
、
人
頫
全
體
の
利
益 

は
其
極
め
て
控
へ
目
に
行
は
；れ
ん
報
を
是
非
に
要
求
す
.
 

る
も
の
で
ぁ
る
。
自
然
の
法
則
は
、
即
ち
神
の
法
則
は
、
 

彼
れ
及
：び
彼
れ
の
家
族
が
屢
々
反
®
せ
ら
れ
た
る
瞥
吿 

に
聽
從
し
な
か
つ
た
爲
t:
.
JE
.に
'餓
死
す
可
き
事
.を
宣
告 

す
る
。
：換
言
す
れ
ば
彼
は
其
勞
備
に
依
つ
て
當
然
購
JS 

じ

得

る

分

量

以

上

に

は

假

令

食

物

，の

極

め

て

.僅
少
な
る
：
 

額

に

對

し

て

も

、

社

會

に

，向

つ

て

之

を

請

求

し

得

可

き 

何
等
の
權
利
を
有
せ
ざ
る
_

若
し
！
彼
れ
及
び
其
家
族 

が
極
端
な
る
飢
餓
の
^

痛
l

b
免
る
、
ビ
せ
ば
、
そ
は 

何
等
か
の
恩
恵
者
の
伫
慈
に
歸
す
可
き
も
0 .
:で
ぁ
つ 

て"

隨

つ

て

彼

は

是

に

對

，し

て

至

上

の

：感

謝

を

致

す

可 

&

關
係
に
在
る
事
を
會
得
し
な
妙
れ
ば
な
ら
ぬ
.

」

t 

flbid. 

6th 

ed. 

W
a
r
d

 

&

 L
o
c
k

 

C
o
/
s

 

e
d

 

p
p

4
S
-
4
S
7
0

:
:如
說
の
論
旨
を
吟
味
す
れ
ば
道
德
的
抑
制
•か
，

3
!

然
貧 

者
.の
み
の
戒
律
に
歸
す
可
き
は
明
白
で
あ
る
•か
、
そ

 ̂

は
偶
々
、
T

ル
ナ
ス
自
身
が
擗
明
の
恶
を
認
め
た
る
が 

如
く
、
彼
れ
を
以
て
貧
民
の
結
婚
を
禁
制
す
る
所
の
法 

规
を
提
起
せ
ん
^

庶
幾
す
る
も
の
、
心
く
に
誤
解
せ
し 

め
た
。故
に
道
德
的
抑
制
の
眞
意
義
を
補
促
す
る
に
は
、 

彼
れ

が
之
を

維
持
す
る
爲
に
は
全
然

個
人
の
自
然
的
自 

!1
に
放
任
せ
し
一
事
を
特
筆
す
る
の
必
要
が
あ
■
る
。

：

人
生
觀
^

の
も
の
に
於
て
は
ア
タ
ム
、
ス
ミ
ス
^j

マ 

ル
ナ

ス

の

間
に
は
莫
大
の
懸
隔
を
存
す
る
に
拘
ら
ず
尙 

後
者
が
前
者
の
鹿
流
を
以
て
目
せ
ら
る

、
所
以
は
、
其 

社
會
政
策
の
根
柢
た
る
個
人
的
自
由
の
法
則
を
遵
奉
し 

放
任
主
義
：に
終
始
す
る
！9
に
於
卞
雨
者
共
通
の
思
傲
を 

抱
懷
す
る
か
ら
で
あ
る
。
固
ょ
り
マ
ル
サ
ス
は
個
人
主 

，義

の

一

本®-
た

る

私

有

財

產

組

織

並

に

一

夫

一

婦

の

結

笫
十
七
餘

(

ニ
三
九)

雜

錄

「

人a

論」9

原
理
ミ
政
饿

第
二
鱗

八



笟
十
セ
卷
へ
ニ
四
〇

〕

雜

錄

.r

人

口

論

」

の

鹿

理

と

政

策

_ 

第

ニ

鱗

八
二

婚
制
度
を
以
て
遒
德
的
抑
制
を
獎
_
す
る
問
接
手
段
を 

:'
.
し
て
極
力
其
保
全
を
主
張
す
る
.も

、
：.
其

眞

意

は

之

を

以 

.

て
道
德
的
抑
制
に
關
す
る
個
人
の
0

然

の

自

覺

：に

便

せ 

ん
ビ
す
る
も
の
で
あ
；つ
：て
，
他
に
何
等
か
の
直
接
積
極 

の
法
規
を
制
定
し
て
該
抑
制
を
* :
持
し
、
促
進
し
、
普 

及
：せ
，ん
定
す
る
の
意
向
は
毫
末
も
嫵
か
0

12
の
で
あ 

る
0

外

的

拘

柬

に

侬

つ

て

.強

制

せ

ら

れ

た

る

抑

制

は

道
 

德
微
で
は
無
い
。
個
人
の
自
發
.的
精
神
に
發
す
る
抑
制
，
.
 

こ
そ
眞
に
道
德
的
な
る
名
辭
に
適
は
じ
き
も
の
で
あ 

る

。
，
具

又

其

效

果

に

於

て

も

法

規

の

ヵ

は

微

弱

で

あ

づ 

て

、
個

人

：の
：自

_

に

放

任

す

る

.に
如
く
は
無S

。

マ
ル
タ 

ス
が
さ
ぅ
考
へ
た
事
は
次
の
所
言
は
侬
つ
す
明
瞭
で
あ 

る
。
日

く「

若
し
何
人
が
父
家
族
を
支
持
し
得
る
の
成 

算
無
き
に
拘
ら
す
結
婚
せ
ん
ミ
欲
す
る
時
は
彼
は
^
ぅ 

す
る
事
に
於
て
最
も
完
全
な
る
自
由
を
荀
す
る
で
あ
ら 

う
。
固
よ
bか

/
*

石
場
合
に
結
婚
す
る
は
、
余
を
し
て 

云
は
し
む
れ
ば
明
か
に
一
の
不
遨
德
な
る
行
爲
な
れ
ど

も
、
然
も
社
會
自
ら
が
之
を
豫
防
し
或
は
處
罰
せ
ん
£ 

欲
す
る
は
不
I E
で
あ
る
。
如
何
ビ
な
れ
ば
自
然
の
法
則
'

に
依
り
か
、
る
行
爲
に
對
し
て
設
け
ら
れ
ね
る
刑
剳 

,

は
、
：之
を
犯
せ
る
個
人
の
上
に
直
接
紀
且
っ
最
も
峻
厳 

I
:

に
落
下
し
來
り
、
而
し
て
社
會
に
對
し
て
は
其
渚
を
逝
:: 

じ
て
間
接
に
且
つ
微
顯
に
影
響
を
及
ば
す
に
過
ぎ
な
い
； 

I
;

か
ら
で
あ
る
。
斯
く
自
然
が
苔
等
の
爲
に
支
配
し
處
锁 

.せ
ん
£

務
む
る
場
合
に
、
其
の
^
:然
の
手
ょ
b

鞭

を

奪

：

ひ
、
僧

惡

を

買

ふ

可

き

刑

斑

の

仕

事

を

吾

等

苗

ら

負

擔

，|

|
せ
ん
之
す
る
は
甚
だ
恐
蒙
の
企
圖
ヒ
云
は
な
く
て
は
な 

.ら
ぬ
 

ニ

I
b
i
d

 

6
t
h

 

e
d

 

W
a
r
d

 

&

 

L
o
c
k

 

C
o
/
s

 

&
.

I .
:

4

f
 

s

o

#竟「

彼
等
贫
K

其
物
が
彼
等
自
身
の
';
.
; 

、:'
貧
困
の
原
因
な
の
で
あ
る
。
改
善
の
手
段
は
彼
等
の掌

：：

，
:;
'
 

中
に
在
つ
て
他
の
何
人
の
掌
中
に
も
存
し
な
いe

彼
等」 

の
居
住
す
る
11
:

會
並
に
彼
#

を
統
治
す
る
政
府
は
此
澌
，

に
於
て
全
然
無
力
で
あ
る
。
社

食

或

乜

政

府

は

如

何

に

.
 

熟

心

に

貧

R
救

肋

を

希

求

し

、

又

之

が

爲

に

如

何

な

る

.企
»

を
敢
て
す
る
も

是
.を
實
S

す

る

事

は

賞

際

上

，眞

侧

：

.
 

に
彼
等
の
爲
し
能
は
$

が
所
で
あ
る
？
勞
銀
が
家
族
を 

抜
養
す
.る
に
不
足
な
ら
ば
>
.そ

は

彼

等

の

國

王

及

'び
國 

家
が
そ
れ
ょ
ゎ
以
上
の
人
釔
を
必
耍
ビ
せ
ざ
る
が
、
又 

は
®
く

共
彼
等
を
扶
養
じ
能
は
，ざ
る
明
a

な
る
證
左
で 

あ
：が
。
斯
か
る
©

合
に
，彼
等
が
結
婚
を
敢
て
す
る
の
は
、
い
 

決
じ
て
社
#

に
對
ず
る
義
務
を
履
行
す
る
道
に
あ
ら

ず 

し
て
>
却
て
社
會
に
對
し
無
用
の
負
擔
を
賦
課
し
"

同」 

時

に

彼

等

，は

ら

は

求

め

て

贫

闲

に

走

る
も
の
で
あ

る
。
 

彼

等

ば
*

の
意
志
じ
背
堤
す
る
行
爲
を
爲
し
、
.且
つ
是 

が
爲
.に
：、
大

部

分

或

は

全

部

!0
|

避

す

る

を

得

：可

が
o
し 

黎
®

を
a

ら
招
狹
す
る
も
の
で
あ
る」

Q
b
o:
. 2

n
d

 

e
d
;

 

pp.:uo7-50s
)
“

之
を
喪
す
る
に
マ
ル
ナ
ス
の「

人
口
論」

は
第
一
版 

に
：於
て
は
社
會
に
生
起
：す
る
默
惡
慘
禍
を
自
然
に
戡
く 

不

可

抗

的

，現

象

ど

看

做

し

て

顧

る

*

色

あ

卜

"

®

一
一
版 

以
：降
蟲
束
無
き
乍
ら
に
遨
德
的
抑
制
の
招
入
だ
侬
り
社

:

:
命
十
.七

猞

C
1四 

一}
. 

0 

,

0

「

人
口
論」

0

原
理

會
改
善
に
關
す
る
唯
，
ー
の
活
路
を
族
開
せ
り
ビ
雖
、
：
そ 

は
一
方
に
於
て
不
平
等
を
必
す
隨
#
す
る
私
有
財
産
制 

.
度
を
是
認
し
、
他
方
に
双
て
か
、
る
不
：伞
等
を
緩
和
或 

マ
は
除
去
す
可
き
生
存
權
並
に
幸
福
追
求
權
の
一
切
の
要 

\

.
求
を
否
定
せ
る
が
爲
、：：
必
然
貧
者
の
み
に
道
徳
的
抑
制 

|

を
强
耍
す
る
結
果
と
な
つ
た
。
斯
く
て
彼
は
一
制
限
手 

I

::
段

の

追

認

.に

依

つ

て

其

人

口

の

原

理

に

著

明

の

變

化

を 
|

興
.：へ
；し

後

ど

雖

其

舊

來

の

社

會

組

織

を

墨

守

し

て

是

に 

|

發
生
存
續
す
る
.一
切
の
害
惡
に
關
し
て
は
全
然
秈
手
# 

|

觀
の
態
度
を
持
せ
.ん
>」

す
る
點
に
於
て
は
首
尾
1

賞
す 

|

る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
ゴ
ド
キ
ン
^
ー
止
反
對
に
人
類
の 

I
'

醜
惡
性
に
悲
觀
し
な
が
ら
：、
或
は
悲
觀
す
る
結
果
^
し 

一
て
、'
現
#

社
#

制
度
の
當
杏
，に
關
し
て
は
之
を
樂
觀
す 

る
も
の
で
あ
る
0

是

れ
0

0:
6

が
マ
ル
サ
ス
及
び
典
俾 

徒
を
目
し
て「

滿
足
せ
る
悲
«

論

者

」
c
o
n
t
e
n
t
e
d

 

■
p
e
s
s
i
m
i
s
t
s

ど
呼
ぶ
所
以
で
あ
る(

G
i
d
e

 

a
n
d

 

R
i
s
t
: 

i
i
i
s
t
o
r
y

 

o
r

 

J
E
C
O
n
o
m

o*D
o
c
t
r
i
n
e
s，

p
.

 

1

3

0

0

•
V
政

策

'

第

二

虢

 

八

‘

一

二



第
十
セ
#
 

(

ニ四ニ

〕

雜

錄

.

「

人口論

」

の旅营政策

%

i

益

泡
にB

o
n
a
r

の
所
言
の
‘如
.<「

マ

ス

の

ゴ

ド

キ

ゾ 

に
對
す
る
論
雛
は
修
芷
を
經
て
凝
も
無
く
後
者
に
接
近 

せ
し
む
る
に
至
つ
た
。;:
葦
し
萬
人
悉
C

結
婚
に
關
し
完 

く
愼
重
に
且
つ
0

制
を
«

ふ
も
の
ヒ
假
笨
せ
ば
、
$

 

の
狀
態
を
1

す
る
事
の
可
能
な
る
を
承
認
せ
し
爲
で
一 

あ
る
。乍
併
ぅ
政
治
的
1 £
義」

に
對
す
る
批
評
を
し
て
0

:

|
 

「

人

ロ

論

し

の

耍

旨

は

別

の

織

に

存

在

す

る

。

■
ぼ

治

的

I 

制
度
は
苦
痛
貧
囷
の
峡
一
原
因
に
あ
ら
す
，
否

主

た

る

I 

原
因
に
ず
ら
あ
ら
す
し
て
、
却
て
«

人
己
e

其S
由

放

：
一 

任
に
委
せ
ら
る
、
足
或
は
國
家
の
抑
壓
を
蒙
る
€

に

論

I 

其
情
欲
に
耽
溺
す
る
結
果
吾
れ
.ビ
我
身
の
苦
痛\

h
r

I

vv
U

如
く
，
^

1

^

1
深
す
る
結
果
吾
れ

ビ
我
身
の
苦
痛 

貧
困
の
.因
^

を
爲
す
も
の
^J

云
ふ
に
在
る
。

マ
ル
ナ
ス 

が
ゴ
ド
牛
ン
に
與
へ
た
る
書
簡
の
：1

,節

に「

人n

過

剩
 

ょ

り

發

生

す

る

慘

禍

を

防

退

せ

ん

が

爲

，
に

ば

.深

虛
 

p
r
u
d
e
n
c
e

の
必
要
な
る
事
を
認
容
し
^

0
ば
、
公
共
の

制
度
に
對
す
る
是
非
を
轉
じ
で
個
人
行
爲
の
是
非
に
向 

U
 
し
^3 

6
 も
の
で
あ
る
。
而
し
て
假
令
殆
f

最
惡
の
形
丨

態
に
於
る
政
府
の
T

に

在

な

て

も

"

其

處

に

多

少

の

競 

爭
の
组
由
が
存
す
る
な
ら
ば
勞
働
階
級
は
結
婚
を
抑
止 

し
、
隨
つ
て
其
人
口
を
減
少
す
る
に
依
&
忽
ち
其
境
遇 

を
改
善
し
得
可
く
、
是
に
反
し
て
最
善
の
形
態
に
於
る 

政
府
の
下
に
在
り
て
も
、
結
婚
に
依
つ
.て
人
口
を
盛
に 

增
加
せ
ん
か
彼
等
は
直
に
其
境
週
を
惡
化
す
る
事
必
定 

で
あ
る」

ど〗 K

つ
て
ゐ
る
。
吾
人
は
是
に
加
ふ
る
に
マ 

グ
ナ
ス
は
此
所
謂
深
砠
を
以
て
テ
人
類
に
直
接
且
つ
確 

實
な
る
利
益
を
提
供
し
■

る
も
のw

看
做
し
、
之
を
以 

「
て
か
の
政
治
的
正
義
に
適
應
す
る
が
如
く
人
類
を
完
全
：
 

に
改
造
す
る
事
の
迁
遠
に
し
て
又
比
較
的
不
確
實
な
る 

利
益
ビ
相
對
峙
せ
し
む
る
も
の
な
る
を
附
言
し
た
い
 ̂

®

ふ」
(
B
o
n
a
r
: 

p
h
i
l
o
s
o
p
h
y

 

a
n
d

 

p
o
l
i
t
i
c
a
l

 

E
c
o
n
o
m
v

 

2
n
d

 

e
d
,

 p
p
.

 

2
0

7
-
2

0
8
)

o B
a
g
e
h
o
t

 

が
道
徳
的
抑
制
の 

:

追
認
^

以
て
.

「

人
口
論」
初
版
に
對
す
る
論
理
的
自
殺
で 

あ
る
ミ
斷
ず
る
の
は
半
面
の
眞
现
を
道
破
し
て
ゐ
る
。 

乍
併
開
時
に
他
り
重
毀
な
.
6半

商
を
看
過
す
る
の

ぎ
を
得
な
い
。
ゴ
ド
ヰ
ン
は
私
有
財
產
制
度
を
以
て
人 

類
の
完
全
性
を
蔽
ふ
劣
惡
極
ま
る
制
度
で
ぁ
る
ミ
主
張 

し
な
，か
ら
、
荷
此
惡
制
の
中
に
在
っ
て
现
性
の
啓
歟
を
'
 

完
成
し
得
る
も
の
€
確
信
し
た
:0
彼
は
^
れ
程
に
人
性 

の
.樂
觀
論
者
で
ぁ
0

|2
。
.マ
ル
サ
ス
は
多
太
の
危
惧
を 

包
藏
し
乍
ら
も
兎
に
负
道
德
的
抑
制
ミ
云
ふ
唯
'一
の
光 

明
を
見
出
し
た
。
然
も
彼
は
間
接
に
之
を
刺
戟
す
る
所 

の

私

有

財

淹

制

度

無

し

に

は

，到

底

其

效

朵

を

期

待

し

雛

.
 

き
も
の
^

思
料
し
れ
:0
そ
れ
程
彼
は
人
性
の
悲
觀
論
者
.
 

で
ぁ
っ
た
。
而
し
て
又
是
れ
有
る
I

に「

人
ロ
論」

は 

爾
來
長
年
.月
に
亙
っ
て
1
'切

.
の

共

產

主

義

的

或

は

集

產
 

，
主

義

的ft
會
改
造
の
企
劃
U

最
も
勢
威
有
る
一
障
碍
を 

與

ぺ

、

資

本

主

義

經

濟

紺

織

の

，謳

歌

者

に

最

も

，
有

利

な

.
 

る
:i.

論
據
を
提
供
す
る
に
至
り
し
も
の
で
ぁ
る
。

，
以

上

私

は

成

可

く

批

判

的

態

度

を

囘

避

し

て

'®
マ
ル 

サ

メ「

人

口

論

し

の

骨

子

を

如

實

.に

摘

記

す

る

鄯

に

力

め 

れ
0」

固
よ
う
此
他
に
多
量
の
#

肉
：が
あ
p
r 

.而
し
で
事

實
此
脾
肉
を
看
過
せ
る
が
爲
に
屢
々
誤
ま
れ
る

搏
擊
を 

誘
致
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
は
最
後
の「
人
r:
i

論」

批
判 
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